
【はじめに】

　厚生労働省の統計によると、2005 年以降にお

いて、家庭内での虐待による児童死亡数は年間

約 70 名から 100 名 ( 心中事件を含む ) の高水準

で推移している 1)。事件発生 ( 発覚 ) 後に関係者

から「警察が近隣住民から虐待事案として通報を

受けて臨場していたが、児童相談所には通告しな

かった」「児童相談所が通告を受けて複数回訪問

したが虐待事実を確認できなかった」等の反省の

弁が聞かれる事例が多く、「誰も気づいていなかっ

た・サインが出されていなかった」事例の割合は

少ない。

　ここに示唆されているのは、「虐待死に至る過

程で様々なサインも出されていた事案」について

さえ最悪の事態を確実に防ぐことができないとい

う、子どもを守るセーフティ・ネット運用の課題

である。しかし、虐待死亡事故を防止できなかっ

た地域の関係機関・専門職間で検討されている対

策は、更なる「ハード面の整備」や「連携・情報

共有」の確認作業が中心となっており、屋上屋を

架す印象は否めない。

　また、児童相談所が受理・対応した虐待事案は、

2015 年度には全国で 10 万件を超えている。こ

れらの児童虐待事案では、虐待の行為者・加害者

に占める実父母の割合が 87% に及び ( 実父 =35、

実母 =52)、被害年齢も就学前約 44%・小学生約

35% と心身の育ちに重要な幼少期が中心であり、

直接的に命にかかわる身体的虐待・ネグレクトが

合わせて約 55%、心理的虐待が約 44% となって

おり 2)、命にかかわらない場合でもＰＴＳＤなど

育ちへの影響は深刻である。

　一方、児童虐待に関する「保護者側の要因」「子

ども側の要因」「養育環境の要因」の 3 つのリス

ク要因 2) のうち，子ども側の要因である認知の特

性に起因した子ども自身の「生きにくさ」と、保

護者や周囲の大人の「育てにくさ・かかわりにく

さ」の悪循環が児童虐待の背景・要因となるな

ど、発達障害と児童虐待との関連も指摘されてい

る 3)。

　そこで筆者が経験した児童虐待防止保育所巡回

相談事例に基づいて、「子育ちのつまずき深刻化

と虐待事故を防ぐための、日常的かつ予防的な取

り組み方法」について検討する。

　これにより、個性的な児童や発達障害の認知特

性に起因した「生きにくさ」を抱えている幼児と、

その家族や保育者が直面する「育てにくさ・かか

わりにくさ」の悪循環に伴う児童虐待の防止へ向

けて、実践的で有効な支援方法の立案を目指す。

【方　法】

　2012 年度から 4 年間の、Ａ県Ｂ町における「児

童虐待防止対策緊急強化事業」による保育所巡回

相談を通して把握された事例を通して検討する。

　Ｂ町は第一次産業人口が 11% で ( 全国平均

4%= 共に 2010 国勢調査、以下同 )、第二次産

業人口 23%( 同 26%)、第三次産業人口 66%( 同

61%) となっており、隣接都市の台所としての役

割を担いつつ、全国的な産業動態にも対応してい

る人口 2 万人弱の町である。子育て環境に作用

する三世代同居の割合は21%(2010国勢調査)で、

全国平均 (10%) の 2 倍を超えており、3 割を超え

る 65 歳以上の高齢人口が子育てを支えている。

　町内には公立・私立の認可保育所が 5 施設 ( 合

計定員 350 名 ) あり、定員規模的には 50 名以下
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～ 100 名前後まで幅があり、立地も市街周辺と

山間地等、施設によって立地環境に特色がある。

しかし、町面積に占める宅地の割合は 5% に満た

ず、宅地・田畑を除いた 7 割が山林原野であり、

自然豊かな環境下で「認可保育所待機児童ゼロ」

が維持されている。

　筆者が「相談講師」として受託している事業は、

国の「児童虐待防止対策緊急強化事業」に基づく

保育所巡回事業で、Ｂ町内の各保育所に年間概ね

3回、各1回 2時間程度の巡回相談を行っている。

　巡回相談時の手順は概ね、

① 保育士等からの主訴とその背景および支援

　  内容の聞き取り ( 約 15 分 )

② 保育場面行動観察と保育士の支援内容把握

　  ( 約 30 分 )

③ 筆者自身による①②の把握内容に基づく保

　  育場面介入 ( 約 60 分 )

④ 介入結果に基づく保育士助言 ( 約 15 分 )

⑤ 後日の経過確認 ( 電話・訪問 )

の手順で実施した．

　4 年間の延べ相談事例は 87 例となっており、

これらの事例について巡回相談記録 ( 業務日誌 )

および業務報告 ( 担当課提出 ) に基づいて、後方

視的に検討した。

　尚、提示した事例は個人の特定を避けるためプ

ロフィールを改変した。

【結　果】

　4 年間の相談件数 87 例すべてが、担任保育士

が把握した「集団活動に伴う気になる行動」と、

それに対して「通常の保育では効果的に支援がで

きない」事態を抱えた結果の、「子育ちの危機 =

子どもの生きにくさ・育ちのつまずきとかかわり

にくさ」を主訴としていた。巡回相談に際しては、

保育場面での集団活動にかかわる不適応行動の観

察・介入に基づく行動発達評価を踏まえて、保育

士が抱える「かかわりにくさ・育てにくさ」改善

のための助言を行った。

　相談事例の概要について、相談受理時点の満年

齢を基準として「０～２歳」「３～４歳」「５～６

歳」に区分し、主訴内容を「ことば」の遅れに関

連するもの、「多動」に関連するもの、「拘り」に

関連するもの、「友人トラブル」に関連するもの、

および「パニック」「他害」関連に大別して集計

すると、表１）の通りとなった。

　主訴分類は、「生きにくさ」の中核となる認知

機能面の発達に関連する項目は、

　「ことば」… 主に言語理解・表現の遅れ・吃音・

　　　　　　　緘黙

　「多　動」… じっとしていない・落ち着きがな

　　　　　　　い・衝動的

　「拘　り」… 変化への適応困難・同じことの繰

　　　　　　　り返し・物や人への依存

に分類し、認知機能面の課題にも起因するが「生

きにくい状態」を環境への不適応として表現して

いる項目は、

　「友人トラブル」… 口論・手足も出る喧嘩・暴言・

　　　　　　　　　順番守れない

　「パ ニ ッ ク」… 泣いたり叫んだり飛び出した

　　　　　　　　　りして声掛け制御困難な状態

　「他 害」… 手・足・頭で相手を攻撃

に分類した。

　なお、同一児童を対象とした相談の場合でも、

前回相談から 3 ヶ月以上経過して主訴内容が異

なる場合は別事例とした。また、同一児童につい

て複数主訴がある場合は、優先順位に従って３項

目まで重複集計した。

主訴の傾向

　相談件数全体の中では６割が「友人トラブル」

を示し、「拘り」と「多動」も５割を超えていた。

「他害」事例には「多動に起因した友人トラブル」

との関連性が、「パニック」事例には「拘り」行

動との関連性がみられた。

　また、保育士が提示した主訴の優先順位として

は「緘黙」「吃音」事例を除くと、「ことば」の発

達に関連した主訴を中心とする事例はなく、保育

園内で保育士が「かかわりにくい」と感じている

のではなく「保護者が言葉の遅さを気にしている」

という形での申告が多かった。
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年齢による主訴の変遷

　０～２歳の場合は、「パニック」を示す児童の

多くが「拘り」特性を抱えており、「友人トラブ

ル」を示す児童の多くが「多動」特性を示してい

た。一方で「他害」は「拘り」特性を主訴とする

児童と「多動」特性を主訴とする児童それぞれの

約 3 分の 1 に見られていた。また、３歳以上に

比べて「ことば」についての保護者の気がかりが

強い傾向がうかがわれた。

　３～４歳では、２歳以下に比べて「友人トラブ

ル」と「多動」の主訴割合が増加しており、「拘り」

と「パニック」の割合に変化はなかった。

　５～６歳の場合は、保育士から主訴の背景とし

て就学準備に関連した適応課題の未達成が述べら

れていることとも関連し、４歳以下では減ってい

た「ことば」に関する主訴が増える傾向が確認さ

れた。また、保育士から「叱っても・注意しても

続いている」という「かかわりにくさ」が表明さ

れる事例が多くなり、そのこととも関連して「多

動」と「友人トラブル」に「他害」を伴う支援困

難例が複数見られた。

保育士聞き取り内容に見る主訴の背景

① 子ども自身の発達障害特性による生きにく

　さに起因して、保育士がかかわりにくさを抱

　え、不適応行動に有効な支援ができないまま

　になっている。

② 発達障害ではないが、子どもの個性に起因

　した不適応行動が悪化し、子育ちと子育ての

　相互作用が悪循環を起こし、保育士がかかわ

　りにくさを抱えている。

③ 家族と認識を共有し支援方法の合意形成が

　困難で、子どもの不適応行動が悪化している

　原因は「保護者の育て方の問題」という認識

　に至っている。

の 3 点に大別することができた。

　また、保育士からの成育歴・家庭環境等の聞き

取りにより、生活年齢に応じたクラスの集団活動

に適応している児童に比べて、これらの相談受理

児童の場合、

Ⓐ 経済的事情 ( ワーキングプア ) も含めて育児

　放棄に近い養育態度が祖父母世代から親世代

　に引き継がれて、基本的なＡＤＬ面でも十分

　な養育を受けていない。

Ⓑ 父母に何らかの発達障害特性の潜在が疑わ

　れる。

Ⓒ 父母の夜勤等のためにＡＤＬ以外では構っ

　てもらえていない。

という家庭環境面の課題を持つ事例 ( ⒶⒷⒸの重

複を含む ) が 6 割を超えていた。

　尚、巡回対象保育所において、明らかな身体的

虐待など把握が容易な虐待事案は確認されていな

かった。

支援経過の概要

　事例の支援経過を総合すると、「ＡＤＨＤ・Ａ

ＳＤ併存診断」例など不適応行動が重篤で、原因

も①か②と③に当てはまり、成育歴・家庭環境面

もⒷⒸに該当するなど、支援困難化の条件を満た

していると推察された事例の場合でも、主訴不適

応行動の発現後早期 ( 概ね 2 週間以内 ) に巡回支

援を実施し、発達段階に即した保育方法の修正を

行なった場合には、以下の事例に示す通り、主訴

背景の改善が無くても集団活動適応向上が見られ

ていた。

事例 )

Ｃ君・３歳・男児

相談主訴 = ここ数日急に集団自由遊びの場面で

　　　　　の泣き ( パニック ) と他害暴力が増

　　　　　えた

認知特性 = ＡＤＨＤ・ＡＳＤ並存

愛着形成 = 毎朝分離不安があるがお迎え時には

　　　　　駆け込み愛着行動を示さない

家庭環境 = 両親ともに夜勤・休日勤務あり・祖

　　　　　父母の育児協力有り

他害暴力 = 楽しそうに遊んでいる子をいきなり

　　　　　叩く・他の子のおもちゃをいきなり

　　　　　奪う・目の前を通り過ぎた子をいき

　　　　　なり叩く・奪ったおもちゃへの欲求

　　　　　は見られず直ぐに手放してまた別の

　　　　　子のおもちゃを奪うことを繰り返す

相談主訴 = Ｃ君が何をしたいのかが分からな
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　　　　　い。他の子が譲ってくれてもなだめ

　　　　　てもその場限り。泣き始めると抱っ

　　　　　こして 1 対 1 対応 30 ～ 60 分かけ

　　　　　てなだめるが、集団に戻すと同じこ

　　　　　との繰り返しになる。他の子が怖が

　　　　　り始めているため、保育は「Ｃ君

　　　　　から他児を守る」形になっている。

　　　　　入園して 1 年近く経過したが、保

　　　　　育所では ( おむつ内にも ) 大小便共

　　　　　に排泄なし。家庭内でも父母には原

　　　　　因が分からない事柄を切っ掛けに泣

　　　　　いて、家族を叩いたりしている様子。

　　　　　このためお迎え時に園内でのトラブ

　　　　　ルを父母に伝えて相談をこころみる

　　　　　が、忙しそうにしていて聞く耳を

　　　　　持ってくれない ( 聞きたくない様子

　　　　　でそそくさと降園 )。

発達評価 = 知的には遅れはみられず、ことばも

　　　　　平均域より上だが一人遊びが出来て

　　　　　いない。一方で初対面の巡回講師に

　　　　　関心を示し遊びかけには応じるもの

　　　　　の、他の子と同じようには筆者にも

　　　　　保育士にも自らは甘えることができ

　　　　　ていない。このことから「一人遊び

　　　　　ができて、保育士にも甘えられる他

　　　　　の子への羨望」が他害の原因と評価

　　　　　した。家庭内で「父母と一人遊びを

　　　　　共有」することができれば課題は解

　　　　　決すると考えられたが、朝の登園時

　　　　　は送りの父母にまとわりついて母子

　　　　　分離困難が見られる一方で、お迎え

　　　　　時には「駆け込み愛着行動」を示さ

　　　　　ず、「遊園地・ゲームセンター・買

　　　　　い物」が父母・祖父母との共有余暇

　　　　　であるなどの情報から、早期の家庭

　　　　　環境調整は困難と判断した。

支援助言 = 当面の数日間、特定の保育士が 1

　　　　　対 1 で「Ｃ君の一人遊びを共有」す

　　　　　る機会を作り、共生感覚と感覚運動

　　　　　的知能段階 (0 ～ 2 歳 ) の遊びの共

　　　　　有を通して愛着形成支援 ( 愛着欲求

　　　　　表現機会の提示と受容 ) を行う。

支援結果 = 初回 60 分担任保育士が「一人遊び

　　　　　共有」した直後に園内で大小便共に

　　　　　排泄あり、同時に他害行為が激減し

　　　　　(1 日に 1 ～ 2 回軽い手出しのみに

　　　　　なり泣き続けることもなくなる ) 一

　　　　　人遊びできるようになり、保育士に

　　　　　もブロックで作ったものを見せなが

　　　　　ら甘えられるようになった。

　Ｃ君については、この直後に「担任総入れ替え

を伴う進級」が行われ、環境変化に伴う再度の不

安定化が懸念されたが、進級初期段階で関わり方

法の引継ぎ支援を実施した結果、新担任とも愛着

関係が形成されて他害行為の再発は見られていな

い。同時に、登園時の母子分離は容易になり、お

迎え時には父母等に対して駆け込み愛着行動を示

すようになっており、父母も受け止める様子が確

認されている。

　一方、相談受理時点で主訴不適応行動発現から

概ね 3 か月以上経過し「支援困難化」していた

事例の場合は、園内での保育方法の修正のみでは

集団活動不適応は改善していなかった。特に、発

達障害特性が強くない場合には家庭内での不適応

行動は「育てにくさはあるが養育困難なほどでは

ない」ために、集団活動を要する保育所でのみ不

適応行動が増幅する場合が多い。このような事態

が固定化すると、保護者は「保育士のかかわり方

の問題」という方向で、保育士は「子どもの育ち

に関心がない・保育に協力的でない保護者の問題」

という方向で決め付け合い、子育て支援のネット

ワークは基礎部分で凍結状態に陥っていた。

【考　察】

　検討した巡回相談受理事例の約６割には、「子

ども側の要因」である認知特性起因の「生きにく

さ」が確認できた。その一方で、保育の専門性内

での支援では改善が困難な事例の背景には、「養

育環境の要因」や「保護者側の要因」に加えて「保

育者側の要因」が関連していることも示唆された。
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保育士の聞き取り段階ではあるが、「子どもの認

知特性起因の生きにくさによる集団活動上の不適

応行動」に対して保育士が「かかわりにくさ」を

感じている全事例の内、「養育環境の要因」「保護

者側の要因」は無いか、極めて小さいと推察され

たのは約３割であった。

　一方で、筆者による保育場面観察と介入結果に

基づく行動発達評価から、外見的には同じ不適応

行動を示していても、認知特性などの「子ども側

の要因」は抱えていないと推察される事例が約２

割、いずれとも判断できない事例が約２割存在し

た。

　また、５～６歳における「多動特性を示して友

人とのトラブルを抱えて、他害も示す」事例の増

加には、「就学準備のための課題提示」という保

育内容の変化自体が「養育環境の要因」となって、

不適応行動の誘因になっている可能性が示唆され

た。

　これらの現状は、発達障害特性が虐待の誘因に

なりやすい一方で、虐待が発達障害類似の課題を

生み出す可能性があることや 3)、保育場面におけ

る「気になる子」の「人との関わりに関連した気

になる行動」に対して「直接的に支援することの

困難さ」を抱えている保育の現状 4) についての先

行研究による指摘とも符合している。

　今回の巡回相談による支援過程では、保育士へ

の助言 ( 保育方法の変更・工夫 ) と原因及び背景

要因についての把握・評価を並行して進めたが、

Ｃ君の事例に見られるように「認知特性を抱えた

子どもの生きにくさが、育てにくさに結びつき、

父母自身も子どもとあそぶことが苦手で、夜勤な

ど仕事の忙しさを抱えていて、子育て情報の共有

も困難」な場合は、まずは「保育所内で愛着形成

を支援する」方向の工夫が必須となっていた。

　具体的には、定型発達児童の０～２歳段階の「共

同注視・共同行動」に焦点づけて、保育士が「駆

け込み愛着対象となる育ちの巣 = 安全基地」を提

示していく方向の助言が奏功する事例が多く見ら

れた。

　「子ども側の要因」がないか極めて小さい場合

でも、家族、特に母親がやや個性的な我が子に対

して「育てにくさ」を感じる背景としては、「ワー

キングプア = 仕事はあっても経済的には困窮状

態」や「夜勤・多忙」により、「子どもの関わり

の欲求 ( 愛着欲求 ) に応える時間が無いために、

子どものぐずり場面が多くなり、一層育てにくさ

が増す」事例が少なくないと推察された。このよ

うな反応性愛着障害が危惧される児童に対して

も、保育士が保育所内の集団活動場面に「駆け込

み愛着可能な育ちの巣 = 安全基地」を形成する方

向の支援を行うことは、有効であったと考えられ

る。

　虐待危機を回避するためには、「虐待のサイン

を見逃さない」という段階よりもかなり前段の、

「保護者・家族が抱える育てにくさやかかわりに

くさの軽減」が必要であることが示唆された。虐

待防止の安全網 = セーフティ・ネット確立には、

日常的な子育て支援にかかわる専門機関 ( 保育

所・幼稚園 ) と専門職 ( 保育士・幼稚園教諭 ) の

活用が有効であると考えられた。

　また、祖父母の保育分担を得ている場合であっ

ても、その分担の中心は「保育園送迎」など養育

の質としては「ＡＤＬ面」が中心であり、子ども

の育ちのリズムと、子育ての焦点づけ = 養育上の

メリハリの波長が合わないために、発達障害では

ないにもかかわらず、愛着形成課題が解決しない

事例も少なくないと推察された。

　その一方で、巡回相談により短期間で主訴が改

善した事例では、子どもの特性や個性に起因した

「子ども自身の生きにくさ」と、その結果として

の保育士の「かかわりにくさ」それぞれの要因が

区別・客観化され、Ｃ君の例のように保育所内で

「愛着形成面での子育ち」が引き出されたと考え

られた。また、保育所内での「生きにくさの改善

= 子育ち」が家庭内での「育てにくさ・かかわり

にくさの改善」をもたらしたことで、子育ちと子

育ての悪循環が短期間で改善する事例も確認され

た。
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【おわりに】

　保育所は、毎日の送迎時に「子どもと父母・家

族の関係性の把握」ができる立場にあり、子育て

支援の最前線であると同時に、子ども固有の「子

育ち」と家族の「子育て」の波長合わせが上手く

かみ合わずに悪循環が生じて、虐待の危機に至る

ことを未然に防ぐ実効性のあるセーフティ・ネッ

トとしての役割が期待できる。

　失業やワーキングプアを含む貧困や共働きと

いった「子どもとの関わり時間の限界・ゆとりの

欠如」を抱える家庭環境が反応性愛着障害を刺激

し、あるいは発達障害特性による愛着形成困難が

絡み合った場合には、「育てにくさ・かかわりに

くさ」感が倍加し、児童虐待の背景となる。

　保育所での家庭養育状態の把握と保育方法の修

正により、愛着形成課題を解決することで子ども

の中に「育てやすさ・かかわりやすさ」を養成す

ることができれば、一部の虐待事案については未

然に防ぐことが十分に可能であると考えられる。

　この意味において、Ａ県Ｂ町における「児童虐

待防止対策緊急強化事業」に基づく継続的な発達

障害児療育・福祉専門職を活用した保育所巡回相

談事業は、年間 10 万件を超す児童相談所受理虐

待事案のすそ野に潜む、膨大な虐待が危惧される

児童に対する具体的で日常的な「安全網づくり」

とその「有機的運用を担保する方策」として、有

効である。

　今後も事例の蓄積を進め、関係機関との連携に

基づいてより詳細な検討を行いたい。
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表１）巡回相談事例数および主訴傾向と割合

児童年齢 事例数 ことば 多　動 拘　り 友人トラブル パニック 他　害

全数 87 11 45 46 52 26 38

％ 100 13 52 ❸ 53 ❷ 60 ❶ 29 44

０～２歳 23 5 7 13 8 8 6

％ 27 22 30 56 ❶ 35 ❷ 31 ❸ 26

３～４歳 35 2 17 20 21 12 14

％ 40 6 49 ❸ 57 ❷ 60 ❶ 34 40

５～６歳 29 1 21 13 23 6 18

％ 33 14 72 ❷ 45 79 ❶ 21 62 ❸

※〇数字は主訴順位
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